
（筑後商工会議所定款より抜粋） 
第 6 章 部会、委員会及び青年部、女性会 
第 3 節 
  （青年部、女性会） 
第５７条 本商工会議所に、青年部、女性会を置く。 
 （青年部、女性会について必要な事項） 
第５８条 青年部、女性会について必要な事項は、常議員会の議決を

経て別に定める。 
 

筑後商工会議所青年部会規則 
（目 的） 
第１条 商工業の次代を担う青年として、相互に手を結び、力を結

集して資質の向上を図り、商工会議所活動の推進力となり
もって地域商工業の発展と福祉の増進に寄与することを
目的とする。 

（名 称） 
第２条 本会は筑後商工会議所青年部会と称する。 
（事 業） 
第３条 本青年部会は、その目的達成のため次の事業を行う。 
 (1)商工会議所の各部会、委員会等と会員間の情報交換の円

滑化。 
 (2)会員の意見及び要望を聴取し、商工会議所の部会及び委

員会へ具申。 
 (3)商工会議所事業に対する意見及び提案。 
 (4)商工会議所事務局並びに、商工振興委員との連絡を密に

し商工業の経営改善への努力。 
 (5)青年部会員相互の親睦を図り、自己啓発を図るための研

修。 
 (6) その他商工会議所の目的達成のため必要と認める事業。 
（会員の資格） 
第４条 会員は筑後商工会議所の会員（法人・個人）であり、商工



業を営む経営者又は後継者、管理者で満２０歳以上満５０
歳未満の品格ある者とする。ただし、年度の途中に制限年
令に達するときは、当該年度内は年令制限を越えて会員の
資格を有するものとする。 

 ２．入会資格は満４７歳未満として、所定手続きにより申
込み入会の可否は役員会で決定する。 

（会 費） 
第５条 会員は毎年度、所定の納期に会費を納付しなければならな

い。 
 ２．会費の額は総会において決める。 
 ３．会員は原則として、毎年４月末までに一括納入し、自

動振替契約（特約）を締結するものとする。 
 但し、分納を認める。分納の場合は２回とし、４月・９月

に設定する。 
 ４．新規会員は、入会金を入会時に納入しなければならな

い。 
 ５．年度途中の入会者は年会費の月割計算にて納入するも

のとする。 
（退会・休会） 
第６条 （退会）(1)退会を希する会員は、その理由を付して退会

届を提出しなければならない。但し、提出前に担当委員長
にその旨を相談すること。 

 ２．年度の途中で退会しても、既納の会費は返戻しない。 
 ３．退会した会員の再入会は、妨げないものとする。 
 但し、再審議を行う。 
 （休会）(2)休会を希する会員は、その理由を付して休会

届を提出し、役員会の承認を得るものとする。以後、その
理由の消滅により会員は復帰を希望できる。但し、提出前
に担当委員長にその旨を相談し役員会の承認を得るもの
とする。 

 ４．年度の途中で休会しても、既納の会費は返戻しない。 



 ５．休会中の年会費については、３分の２を減額するもの
とする。 

（除 名） 
第７条 会員が次の事項に該当するときは、役員会の決議により除

名することができる。 
 (1)筑後商工会議所及び、本青年部会の体面を著しく傷つ

け、又は趣旨に反する行為があったとき。 
 (2) 会費納入義務を履行しないとき。 
 (3) その他会員として適当でないと認められるとき。 
 ２．除名された会員の再入会は、認めないものとする。 
（総会決議事項） 
第８条 次に掲げる事項は、部会員総会の決議を得なければならな

い。 
 (1) 規則の改正 
 (2) 役員の承認 
 (3) 諸規程の制定 
 (4) 事業計画及び収支予算の決定 
 (5) 事業報告及び収支決算の承認 
（総会の種類及び招集） 
第９条 総会は定時総会と臨時総会の２種類とする。 
 ２．総会の議長は会長があたる。 
 ３．定時総会は４月と１１月とし、会長が招集する。 
 ４．臨時総会は、次に揚げる時に会長が招集する。 
  ①会長が必要と認めたとき。 
  ②役員会で招集の必要を決議したとき。 
  ③５分の１以上の会員より会議に附すべき事項を示した

書面で、招集請求があったとき。 
（総会の成立及び議事）  
第 10 条 総会は委任状を含む部会員の過半数の出席をもって成立

し、その決議は出席部会員の過半数で決するものとし、そ
の可否同数のときは、議長がこれを決する。但し議長は会



員としての決議に加わる権利を有しない。 
（報告義務） 
第 11 条 会長は、会員総会におい議決された事項の内、特に必要と

認めるものについて、商工会議所会頭に報告しなければな
らない。 

（役 員） 
第 12 条 本青年部会に次の役員を置く。 
 (1)会 長 １名 
 (2)直前会長 １名 
 (3)副会長 ３名 
 (4)専務理事 １名 
 (5)県連理事 若干名 
 (6)理 事 若干名 
 (7)監 事 ２名 
（役員の選任） 
第 13 条 選考委員会は、会長経験者、直前会長、会長、専務理事と

副会長及び各委員会からの代表者１名をもって構成する。 
 ２．選考委員会は、責任を以って総会までに次年度会長予

定者を人選し、役員会に報告する。 
 ３．次年度会長予定者は、次年度副会長、専務理事、監事、

県連理事、正・副委員長を選出し、選考委員会は役員会に
報告する。又次年度会長予定者は上記役員の選出に当たっ
て選考委員会と協議することができる。 

（役員の任期） 
第 14 条 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。但し会長は２期

を越え再任することはできない。 
（役員の任務） 
第 15 条 会長は青年部会を代表し、会務を総理し総会及び役員会を

招集してその議長となる。 
 ２．直前会長は会長在任年度の事業報告及び会計報告を行

う。また、会長を補佐し対外的事業円滑をならしめる。 



 ３．副会長は会長を補佐し、次の事項を分担処理する。 
  (1) 会長が職務を全う出来ない事由が発生した時はその

任務を代行する。 
  (2) 担当委員会及び事業を分担統轄し、責任をもってそ

の運営を円滑ならしめる。 
 ４．専務理事は会長を補佐し、次の事項を分担処理する。 
  (1) 事務局を統轄し対外的な交渉を円滑ならしめる。 
   (2) 役員会の提出資料作成、処理及び議事進行にあたる。 
   (3) その他の庶務。 
 ５．県連理事は、県連規約に従い対外的な交渉を円滑なら

しめる。 
 ６．理事は会長、副会長を補佐し次の事項を分担処理する。 
   (1) 委員会を分担し率先してその運営にあたる。 
   (2) 役員会において各委員会の活動状況等報告しなけれ

ばならない。 
 ７．監事は青年部会の業務及び会計状況を監査する。 
（役員会） 
第 16 条 役員会は青年部会の運営にあたる。 
 ２．役員会は総会から任務された事項及び総会に提出すべ

き議題を審議処理する。 
 ３．定例役員会は毎月１回開催し臨時役員会は、会長が必

要と認めたときに招集する。 
 ４．役員会の定足数は役員会の２分の１とし、議会は出席

役員の過半数をもって決する。 
（顧問） 
第 17 条 本青年部会に顧問を若干名置くことができる。 
 ２．顧問は、役員会において推薦し会長が委嘱する。 
 ３．顧問は、会長の諮問に応じ、または役員会に出席し、

意見を述べることができる。 
 
 



（委員会の設置） 
第 18 条 本青年部会は、部会の運営及び事業の推進を円滑に実施す

るため、委員会を置くことができる。 
 ２．委員会の名称、所定任務については別に定める。 
（委員会の組織） 
第 19 条 委員会に委員長１名、副委員長１名及び委員若干名を置く。 

２．委員長、副委員長は役員の中から会長が承認を得て委
嘱する。 
３．委員は会員の中から役員の承認を得て会長が任命する。 

（事業年度） 
第 20 条 本青年部会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３

月３１日に終わる。 
（収 入） 
第 21 条 本青年部会の経費は、会費・助成金・その他の収入をもっ

てこれにあてる。 
 附 則 
 １．この規則は平成１５年４月から実施する。 

１．この規則は平成２８年４月から実施する。 
１．この規則は令和２年４月から実施する。  
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